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平成２６年第２回氷川町議会定例会会議録（第１号） 

 

平成２６年６月１６日 

午前１０時００分開会 

於       議場 

１．議事日程（第１日目） 

 日程第 １ 会議録署名議員の指名 

 日程第 ２ 会期の決定 

 日程第 ３ 諸般の報告 

 日程第 ４ 行政報告 

       報告第 １号 平成２５年度氷川町繰越明許費繰越計算書について 

       報告第 ２号 有限会社氷川町まちづくり振興会の経営報告について 

       報告第 ３号 氷川町新型インフルエンザ等対策行動計画の策定につい

て 

 日程第 ５ 承認第 １号 専決処分の報告及び承認について 

 日程第 ６ 承認第 ２号 専決処分の報告及び承認について 

 日程第 ７ 承認第 ３号 専決処分の報告及び承認について 

 日程第 ８ 議案第２２号 氷川町長寿祝金支給条例の一部を改正する条例について 

 日程第 ９ 議案第２３号 平成２６年度氷川町一般会計補正予算（第１号）につい

て 

 日程第１０ 議案第２４号 工事請負契約の締結について 

日程第１１ 議案第２５号 工事請負契約の締結について 

日程第１２ 議案第２６号 工事請負契約の締結について 

日程第１３ 議案第２７号 物品売買契約の締結について 

 

２．本日の会議に付した事件 

 議事日程のとおり 

 

３．出席議員は次のとおりである。（１２名） 

１番 河 口 涼 一          ２番 清 田 一 敏 

３番 長 尾 憲二郎          ４番 上 田 俊 孝 

５番 江 嵜   悟          ６番 三 浦 賢 治 

７番 松 田 達 之          ８番 片 山 裕 治 

９番 米 村   洋         １０番 笠 原 良 一 
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１１番 上 田 健 一         １２番 永 田 義 昭 

 

４．欠席議員はなし。 

 

５．職務のため議場に出席した事務局職員の職氏名 

  事 務 局 長  野 田 俊 明     書 記  河 野 香 織 

 

６．説明のため出席した者の職氏名 

  町    長  藤 本 一 臣     副 町 長  平   逸 郎 

  教 育 長  太 田 篤 洋     総 務 課 長  陳 野 信 次 

  企画財政課長  森 田 寿 也     税 務 課 長  岩 本 博 美 

  町民環境課長補佐  星 田 達 也     健康福祉課長  山 下   剛 

農業振興課長  尾 村 幸 俊     農地整備課長  前 田 昭 雄 

建設下水道課長  前 崎   誠     総務振興課長  木 本 栄 一 

商工観光課長  西 田 美 子     会計管理者  濤 岡 美智代 

学校教育課長  稲 田 和 也     生涯学習課長  沖 村 眞 一 

農業委員会事務局長  草 野 信 一     代表監査委員  本 田 孝 志 
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開会 午前１０時００分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（永田義昭君） 皆さん、おはようございます。 

ただいまから、平成２６年第２回氷川町議会定例会を開会いたします。 

 これから本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第１ 会議録署名議員の指名 

○議長（永田義昭君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 本定例会の会議録署名議員は、会議規則第１２０条の規定によって、７番、松田

議員、８番、片山議員を指名します。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第２ 会期の決定 

○議長（永田義昭君） 日程第２、会期の決定を議題とします。 

 お諮りします。本定例会の会期は、本日から６月２０日までの５日間としたいと

思います。ご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（永田義昭君） 異議なしと認めます。したがって、会期は本日から６月２０日

までの５日間に決定しました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第３ 諸般の報告 

○議長（永田義昭君） 日程第３、諸般の報告を行います。 

   今回受理した請願・陳情等は、お手元に配りました請願・陳情等一覧表のとおり

です。 

この４件は、資料を配付します。 

次に、例月出納現金検査が実施され、その報告書が提出されていますので報告し

ます。 

なお、報告書は議会事務局に保管してありますので、ご自由に閲覧願います。 

次に、平成２６年５月１３日に、熊本県町村議会議長会議長研修会が熊本市で開

催され、議長が出席しましたので報告します。 

次に、平成２６年２月１８日に開催されました、熊本県町村議会議長会第６４回

定期総会で議決されました、各郡提出の要望事項の要望実行運動が平成２６年５月

２０日に県当局、県議会並びに自民党県連に対して行われ、議長が出席しましたの

で報告します。 
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次に、５月２７日から２８日までの２日間、第３９回町村議会議長・副議長研修

会が東京で開催され、正・副議長が出席しましたので報告します。 

これで、諸般の報告を終わります。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第４ 行政報告 

○議長（永田義昭君） 日程第４、行政報告を行います。 

町長から、行政報告の申し出がありました。これを許します。 

報告第１号、平成２５年度氷川町繰越明許費繰越計算書について報告を願いま

す。企画財政課長 

○企画財政課長（森田寿也君） 報告第１号、平成２５年度氷川町繰越明許費繰越計算

書についてご報告いたします。 

地方自治法施行令第１４６条第２項の規定により、平成２５年度繰越明許費繰越

計算書について、別紙のとおりご報告いたします。 

開けていただきまして、繰越計算書をご覧いただきますようお願いします。 

事業といたしましては６件ございます。まず、１５款、民生費、１０項、児童福

祉費の子ども子育て支援制度システム改修委託事業の３１４万３,０００円につき

ましては、子ども子育て支援法施行に伴い、システムの改修が必要になったため繰

り越すものでございます。 

２５款、農林水産業費、５項、農業費の、農業基盤整備促進事業。内容といたし

ましては、暗きょ排水、排水路改修工事、若洲排水機場エンジン分解整備の１億

７,８７９万円につきましては、国の補正予算によるもので、事業執行期間がない

ため繰り越すものでございます。 

３５款、土木費、１０項、道路橋りょう費の、町道吉本本山線改良事業の３億

４,９０１万３,０００円につきましては、スマートインターアクセス道路整備でご

ざいますが、関係機関との調整の遅れにより、２５年度内完了が見込めず、繰り越

すものでございます。同じく、町道法道寺１号線道路改良事業の１,１４３万９,０

００円につきましても、用地交渉が難航し、事業着手の遅れにより繰り越すもので

ございます。 

４５款、教育費、１０項、小学校費の竜北西部小学校校舎耐震補強・大規模改造

事業の２億８,３２９万８,０００円、１５項、中学校費の竜北中学校校舎耐震補強

・大規模改造事業の４億５,３８１万４,０００円につきましては、国の補正予算に

よるもので、事業執行期間がないために繰り越すものでございます。 

以上の６件でございますが、総額の合計が１２億７,９４９万７,０００円でござ

います。財源内訳といたしましては、既収入特定財源２,２５６万円、国庫支出金
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５億４,２６７万円、地方債が６億２,９３０万円、その他の３２２万円、一般財源

８,１７４万７,０００円となっております。 

以上で、報告第１号、平成２５年度氷川町繰越明許費繰越計算書の報告を終わら

せていただきます。 

○議長（永田義昭君） 報告第２号、有限会社氷川町まちづくり振興会の経営報告につ

いて報告を願います。農業振興課長。 

○農業振興課長（尾村幸俊君） 報告第２号、有限会社氷川町まちづくり振興会の経営

報告について。 

地方自治法第２４３条の３第２項の規定により、平成２５年度有限会社氷川町ま

ちづくり振興会の経営状況について、別紙のとおり報告いたします。 

氷川町竜北物産館を取り巻く社会環境は、宇城彩館や近隣の競合店の影響によ

り、依然厳しい状況となっています。氷川のしずくにおきましても、業績は依然厳

しい状況ですが、季節ごとの青果物販売等で更なる営業努力を続けていきたいと思

います。会社全体につきましては、売上高が昨年より微増となっておりますが、経

費の削減等により営業利益は３４７万円ほどの増となっております。 

まず１ページの営業実績表をご覧ください。右から３つ目の欄の下から３段目に

なりますが、平成２５年度の物産館の販売額合計は５億５,８４７万５,０００円

で、前年対比９６.４％と減少しております。また、開業した平成１４年度からの

売上高累計では６２億８,８００万円となっております。 

次に２ページの実績表をご覧ください。右から３つ目の欄の上から３段目になり

ますが、平成２５年度の氷川のしずくの販売額合計は、２,３３６万１,０００円と

なっております。また、右から３つ目の欄の下から３段目になりますが、平成２５

年度の加工センターの販売額合計は２,５５０万２,０００円で、前年対比９２.４

％となっております。 

次に３ページのレジ通過客数、いわゆる、お客様の客数は右から３つ目の欄の下

から３段目になりますが、物産館合計４３万９,２３４人で、前年対比９７％とな

っております。平成１４年度からの物産館のお買物客数累計は５２２万２,９２２

人で、氷川町の顔としてイメージアップによる宣伝効果のみならず、地域経済の活

性化に貢献しているところです。 

次に会社経営の決算といたしましては、８ページの損益計算書をお開きくださ

い。 

右側の一番上の数字が売上高合計になりますが、２億５,３３２万５,８９９円に

対しまして、在庫や経費を引いたものが上から５段目の営業利益金額４４８万１,

５００円になります。この額に営業内外の収益や費用を加えたものが、下から４段
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目の経営利益金額５０２万２,２０９円になります。この額に法人税額等を差し引

いて、当期純利益金額は３４６万９,９７５円となっております。 

次に７ページの貸借対照表の右下の純資産の部をご覧ください。前期までの繰越

利益から当期利益３４６万９,９７５円を加えまして、下から７段目の数字になり

ますが、利益剰余金は２,６４９万５,９４８円となっております。よって現金とし

ては資本金と合わせて下から２段目の４,７９９万５,９４８円を保有しておりま

す。 

最後にページを戻りますが５ページをご覧ください。 

これは決算を簡単にまとめたものです。この表は売上と販売管理費を項目別に詳

細に計上しております。これによりますと、第１３期におきましては、前年と比較

して主なものは売上の加工センターで６１２万円の増、氷川のしずくで４９８万円

減となり、売上全体では２２万円増の２億６,４００万円ほどでした。 

また、販管費関係では賞与１１３万円増、外注費７６万円増、修繕費１９８万円

減、町への寄付金２００万円などで合計１０２万円増の１億４,５００万円ほどで

した。売上原価の縮小もあり、当期の最終利益として３４７万円ほどの黒字となっ

ております。 

以上で、平成２５年度の有限会社氷川町まちづくり振興会の経営報告に代えさせ

ていただきます。 

○議長（永田義昭君） 報告第３号、氷川町新型インフルエンザ等対策行動計画の策定

について報告を願います。健康福祉課長。 

○健康福祉課長（山下 剛君） 報告第３号、氷川町新型インフルエンザ等対策行動計

画の策定についてご報告いたします。新型インフルエンザ等対策特別措置法第８条

第６項の規定により、別紙のとおり報告いたします。 

平成２５年４月から新型インフルエンザ等対策特別措置法が施行され、この法律

では、新型インフルエンザと同様に危険性のある新感染症も対象となり、同法第８

条で県の新型インフルエンザ等対策行動計画に沿った市町村における行動計画の策

定が義務化されました。 

本町では、平成２１年３月に氷川町新型インフルエンザ対策行動計画を策定して

いましたが、特別措置法の施行に伴い、現行の計画を見直しております。 

町行動計画は、政府の新型インフルエンザ等対策行動計画及び熊本県の行動計画

に沿った内容として、本町の新型インフルエンザ等対策の基本方針や、未発生期か

ら小康期に至る各段階の具体的な対策を示すとともに、住民への予防接種、緊急事

態宣言時の対応などを新たに盛り込んでいます。 

新型インフルエンザ等対策の実施に関する基本的な方針として、１点目に感染拡
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大を可能な限り抑制し、町民の生命及び健康を保護すること。２点目に町民生活及

び町民経済に及ぼす影響が最小となるようにすることを目的として、対策を講じる

こととしています。 

新型インフルエンザ等の対策の実施にあたっては、発生の状況に応じて、切れ目

なく的確に対策をとる必要があることから、事前に準備を進め、状況の変化に即応

して迅速に意思決定を行うことができるよう、県行動計画と同じ６段階を設け、各

段階で想定される状況とその対策を定めています。 

新型インフルエンザ等の対策を推進するためには、国、県、市町村など公的機関

はもちろんのこと、医療機関や医療関係団体をはじめとした関係機関、ライフライ

ンを担う事業者の協力が不可欠です。また、町民をはじめ、一般の事業者も職場や

学校、家庭での日常的な感染予防に努めていただくことが重要です。 

今後、本町では、この計画に基づき、新型インフルエンザ等対策を推進するとと

もに、状況の変化等に応じ、適宜見直しを行っていきます。 

以上で、報告第３号、氷川町新型インフルエンザ等対策行動計画の策定について

のご報告を終わります。 

○議長（永田義昭君） これで、行政報告を終わります。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第 ５ 承認第 １号 専決処分の報告及び承認について 

 日程第 ６ 承認第 ２号 専決処分の報告及び承認について 

 日程第 ７ 承認第 ３号 専決処分の報告及び承認について 

 日程第 ８ 議案第２２号 氷川町長寿祝金支給条例の一部を改正する条例について 

 日程第 ９ 議案第２３号 平成２６年度氷川町一般会計補正予算（第１号）につい

て 

 日程第１０ 議案第２４号 工事請負契約の締結について 

 日程第１１ 議案第２５号 工事請負契約の締結について 

 日程第１２ 議案第２６号 工事請負契約の締結について 

 日程第１３ 議案第２７号 物品売買契約の締結について 

○議長（永田義昭君） 日程第５、承認第１号、専決処分の報告及び承認についてか

ら、日程第１３、議案第２７号、物品売買契約の締結についてまでを一括議題とし

ます。 

町長の提案理由の説明を求めます。町長。 

○町長（藤本一臣君） 皆様おはようございます。木々の緑も深まり、若鮎踊るさわや

かな初夏の季節を迎えておりますけれども、議員各位には、それぞれ日々ご健勝に

てご活躍のこととお慶びを申し上げます。 
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九州北部地方は、平年より３日早い６月２日に梅雨入りをいたしました。現在の

ところ、適量の降雨があり、氷川ダムの水位も平常時の水位を保っているところで

ありまして、安堵をしているところでありますが、イグサの成長期及び田植えの時

期を迎えまして、農業用水の需要の増加並びに夏場の渇水期を考慮いたしますと、

農業用水及び生活用水の確保に向けて日々節水に心掛けねばならないというふうに

思っているところであります。 

さて、本日は平成２６年第２回氷川町議会定例会を招集いたしましたところ、皆

様方には大変お忙しい中にお繰り合わせご出席をいただき、誠にありがとうござい

ます。また、日頃より町政の運営につきましてご支援とご協力をいただいたており

ます。心より感謝とお礼を申し上げます。 

平成２６年度がスタートいたしまして２ヶ月が経過をいたしました。４月１３日

に球磨郡多良木町の養鶏場で高病原性鳥インフルエンザが発生をいたしました。そ

の拡大が心配をされたところでありますけれども、関係者各位の迅速な行動で、ウ

イルスを封じ込め、５月８日に終息宣言が出されたところであります。 

本町でも養鶏業を営んでいらっしゃる業者がいらっしゃいまして、大変心配をい

たしておりましたけれども、安堵をしているところであります。 

５月１４日に、小野副知事ほか、県の関係者をお迎えをいたしまして、氷川町の

重要課題についての勉強会を開催をいたしました。皆様方にもご出席をいただいた

ところでありますけれども、県の皆様方にもですね、町の課題というものをしっか

りご認識をいただき、情報の共有ができたのかなというふうに思っております。 

５月２２日から２６日にかけまして、大空町との友好事業によりまして、本町の

担い手女性グループの皆様方が大空町を訪問をされました。ちょうど、大空町の芝

桜まつりに合わせての交流でございまして、両町の友好の絆を深めていただいたも

のというふうに思っております。 

５月２５日には、町内の３小学校で運動会が開催をされました。子どもたちの一

生懸命な姿、または輝く瞳を目の当たりにいたしまして、感動を得るとともに、子

どもたちの健全な育成の取り組みをさらに進めていかなければならないというふう

に強く感じたところであります。 

６月１日に、消防ポンプ総合大会を開催をいたしました。団員諸君の士気旺盛で

敏速な動作を拝見をいたし、大変力強く感じたところであります。あってはなりま

せんけれども、有事の際には、大きな支えとなってくれるというふうに確信をいた

しております。 

一昨年１０月から検討をしてまいりました、竜北地区排水対策につきましては、

５月１９日に第５回目の検討委員会を開催、基本方針を決定をいたしました。６月
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９日から４日間にかけまして、それぞれ受益地区の地区説明会を行ったところであ

りまして、基本的にご理解を得たところであります。 

平成２７年度事業採択に向けまして、県との連携を強くし、この事業を進めてま

いりたいというふうに思っております。 

議員の皆様方にも、本定例会閉会後に全員協議会を開催をし、基本計画につきま

してご説明をいたしますので、ご理解の上、ご支援をいただきますようよろしくお

願い申し上げます。 

また、例年５月に開催をいたしておりました町政懇談会につきましては、本年は

７月１５日から８月７日にかけて、これまで同様に投票区単位で開催をする予定で

あります。議員各位におかれましても是非ご出席をいただきたいというふうに思い

ます。 

さて、本定例会に提案をいたしておりますのは報告３件、承認３件、条例の一部

改正その他５件、平成２６年度氷川町一般会計補正予算１件でございます。 

報告第１号から第３号までは、ただいま各課長よりご報告を申し上げました報告

内容でございます。 

承認第１号は、平成２５年度氷川町一般会計補正予算（第５号）について、承認

第２号及び承認第３号は、氷川町税条例の一部を改正する条例につきまして、地方

自治法第１７９条第１項の規定により専決処分をいたしましたので、報告をし承認

を求めるものでございます。 

議案第２２号は、氷川町長寿祝金支給条例の一部を改正するものでございます。 

議案第２３号は、平成２６年度氷川町一般会計補正予算（第１号）でありまし

て、歳入歳出それぞれ５,５２４万５,０００円を追加し、歳入歳出総額をそれぞれ

６３億２,７７９万１,０００円とするものでございます。 

歳入の主な予算といたしましては、国庫支出金５７０万８,０００円、県支出金

６４６万７,０００円、繰越金８７７万円、町債３,３３０万円。主な歳出の予算に

つきましては、民生費５８８万１,０００円、主な内容は、地域介護・福祉空間整

備事業補助金でございます。農林水産業費１,１１３万３,０００円の補正につきま

しての主な内容は、くまもと稼げる園芸産地育成対策事業補助金及び農業体質強化

基盤整備事業国庫返還金でございます。消防費３,６９１万８,０００円の主な内容

は、八代広域行政事務組合消防本部負担金の増でございます。 

議案第２４号は、竜北中学校耐震補強・大規模改造工事請負契約を締結するた

め、議会の議決を求めるものでございます。 

議案第２５号は、竜北西部小学校校舎耐震補強・大規模改造工事請負契約を締結

するため、議会の議決を求めるものでございます。 
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議案第２６号は八火図書館・宮原振興局新築工事請負契約を締結するため、議会

の議決を求めるものでございます。 

議案第２７号は、消防団員用活動服購入のため、物品売買契約を締結するため、

議会の議決を求めるものでございます。 

以上、簡単に説明申し上げましたが、具体的な内容につきましては、担当課長よ

り説明をさせますので、よろしくご審議をいただき、円満なご決定をいただきます

ようお願いを申し上げますとともに、４月の人事異動によりまして配属が変わった

課長及び新任課長が多数おりまして、議案の審議に少々ご迷惑をお掛けする場面も

あるかもしれませんが、ご高配を賜りますようよろしくお願い申し上げまして、挨

拶並びに提案理由の説明とさせていただきます。 

よろしくお願いいたします。 

○議長（永田義昭君） これから、承認第１号から議案第２７号まで順次、詳細説明を

求めます。企画財政課長。 

○企画財政課長（森田寿也君） 承認第１号、専決処分の報告及び承認についてご説明

いたします。地方自治法第１７９条第１項の規定により専決処分した事件につい

て、同条第３項の規定により別紙のとおり報告し、承認を求めるものでございま

す。開けていただきまして１ページをご覧ください。 

第１条、歳入歳出予算総額に歳入歳出それぞれ２３０万円を追加し、歳入歳出予

算の総額を歳入歳出それぞれ７１億９,５６９万４,０００円とするものでございま

す。歳入の方より説明をいたしたいと思います。６ページをご覧ください。 

８０款、５項、寄附金、５目、５節の一般寄附金の３０万円につきましては、ふ

るさと氷川応援寄附金でございます。１０目、５節の農業費寄附金の２００万円に

つきましては、氷川町まちづくり振興会からの寄附金でございます。 

続きまして歳出の部の７ページをご覧ください。１０款、総務費、５項、総務管

理費、７５目、竜北物産館運営基金費、２５節の積立金の２００万円については、

基金条例に基づきまして、竜北物産館運営基金に積み立てるものでございます。８

５目、ふるさと氷川応援基金費、２５節の積立金の３０万円につきましても、基金

条例に基づきまして、ふるさと氷川応援基金へ積み立てるものでございます。 

以上で、承認第１号、専決処分の報告及び承認について説明を終わります。 

○議長（永田義昭君） 税務課長。 

○税務課長（岩本博美君） 承認第２号及び承認第３号、専決処分の報告及び承認につ

いてご説明いたします。地方自治法第１７９条第１項の規定により専決処分した事

件について、同条第３項の規定により別紙のとおり報告し、承認を求めるものでご

ざいます。 
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承認第２号の改正内容といたしましては、公的年金等にかかる個人町民税の特別

徴収、寄附金税額控除における特例控除額、株式等の譲渡所得等にかかる個人町民

税の課税特例等の規定見直しとなっております。 

承認第３号の改正内容といたしましては、町民税の納税義務者、法人税割の税

率、固定資産の非課税、軽自動車税の税率等の規定見直しとなっております。 

なお、税条例の改正内容は、承認第２号につきましては、平成２８年１月１日か

ら施行するとなっておりますが、承認第３号が、平成２６年４月１日から施行する

必要がありまして、地方税法の一部を改正する法律が、３月議会閉会後に国会にお

いて成立し、改正法律が３月３１日に公布されましたため、町議会を招集する時間

的余裕がないことから、地方自治法第１７９条第１項の規定により、承認第２号を

平成２６年３月３０日付け、承認第３号を平成２６年３月３１日付け、専決処分し

たものであります。 

以上で、承認第２号及び第３号の説明を終わります。 

○議長（永田義昭君） 総務課長。 

○総務課長（陳野信次君） 続きまして、議案第２２号をご説明いたします。 

氷川町長寿祝金支給条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定するため、地

方自治法第９６条第１項の規定により議会の議決を求めるものでございます。 

この改正条例は、第４条の祝金の支給時期を改正するものですが、平成１９年３

月に、第２条の受給資格者及び第３条の祝金の額を改正した際に、本来は改正すべ

きものであったのですが、漏らしていたために、条文中に出てくる号に間違いを生

じているものです。 

また、１００歳到達者への祝金の支給日が休日になることもあり、平日に支給す

るために改正するものです。 

附則といたしまして、この条例は公布の日から施行するものです。 

以上で、議案第２２号の説明を終わります。 

○議長（永田義昭君） 企画財政課長。 

○企画財政課長（森田寿也君） 続きまして、議案第２３号、平成２６年度氷川町一般

会計補正予算（第１号）についてご説明申し上げます。 

補正予算書を開けていただきまして、第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出そ

れぞれ５,５２４万５,０００円を追加して、総額の歳入歳出それぞれ６３億２,７

７９万１,０００円とする補正予算でございます。 

主なものについてご説明いたします。まず、歳入の部より７ページをご覧くださ

い。 

６５款、国庫支出金、１０項、国庫補助金、１０目、民生費国庫補助金、５節の
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社会福祉費補助金の５７０万８,０００円は、臨時福祉給付金給付事業費補助金、

７８万５,０００円及び地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金。内容といたし

ましては、高塚地区公民館のバリアフリー化に伴う整備改修費に対する補助金、４

９２万３,０００円でございます。 

７０款、県支出金、１０項、県補助金、２０目、農林水産業費県補助金、５節、

農業費補助金の６２８万１,０００円につきましては、くまもと稼げる園芸産地育

成対策事業として、いちごの電照施設、自動換気施設の設備への補助金でございま

す。 

９０款、５項、５目、繰越金、５節の前年度繰越金の８７７万円につきまして

は、歳入財源として、繰越金を充てております。 

９５款、諸収入、２０項、５目、５節の雑入の１００万円につきましては、コミ

ュニティ助成事業、宝くじ社会貢献広報事業としての助成事業で、投光器エンジン

付き１台購入に伴う助成金でございます。 

９９款、５項、町債、２５目、消防債、１０節の合併特例債の３,３３０万円に

つきましては、広域行政事務組合本部が事業を実施する、消防緊急無線デジタル化

等整備事業にかかるもので、補助事業の不採択により今回補助分の事業に対し、合

併特例債を充てるため計上したものでございます。 

続きまして、歳出の部の９ページをご覧ください。 

１５款、民生費、５項、社会福祉費、１０目、老人福祉費、１９節の負担金補助

及び交付金の４９２万３,０００円につきましては、歳入の部でも申しましたが、

地域介護・福祉空間整備等事業で、内容としましては、先ほど申しました高塚地区

公民館のバリアフリー化にかかる整備改修費の補助でございます。 

次の１０ページをご覧ください。 

２５款、農林水産業費、５項、農業費、１０目、農業振興費、１９節の負担金補

助及び交付金の６２８万１,０００円につきましても、歳入の部で申し上げました

が、くまもと稼げる園芸産地育成対策事業で、内容といたしましては、いちごにか

かる電照施設及び自動換気施設の設備に対する補助であります。 

次に１１ページをご覧ください。 

２５目、農地費、２３節の償還金利子及び割引料の４７６万２,０００円につき

ましては、平成２５年度繰越明許分の農業体質強化基盤整備促進事業での執行残に

伴い、残事業費分の補助額を返還するものでございます。 

４０款、５項、消防費、５目、常備消防費、１９節の負担金補助及び交付金の

３,４９８万４,０００円につきましては、歳入の部でも説明いたしましたが、八代

広域行政事務組合消防本部への負担金です。当初予算で、広域行政事務組合で消防
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緊急無線デジタル化等の整備事業として、補助事業へ取り組みましたが、補助事業

の不採択によりまして、合併特例債で財源確保するものでございます。 

なお、平成２８年５月までデジタル化が必要とのことでございますので、事業期

間といたしましては、１年半以上かかりますので、本年度より事業を実施する必要

があるということで、今回補正するものでございます。 

消防費の関係でございますが、４ページをご覧ください。 

債務負担行為補正としまして、１の追加、消防債の１億３,９００万円の限度額

を計上しています。２の変更につきましては、総務債の補正前３億５７０万円の限

度額の中に、当初予算で消防債も含まれていたため、補正後で消防債分を除き、消

防債へ組み替えて、２億円の限度額へ変更するものでございます。 

１１ページに戻っていただきますようにお願いします。 

１０目、非常備消防費、１８節の備品購入費の１３０万７,０００円につきまし

ては、歳入の部でも申し上げましたが、消防用といたしまして、投光器エンジン付

き１台をコミュニティ助成事業で購入するものでございます。 

以上で、議案第２３号の一般会計補正予算（第１号）の説明を終わらせていただ

きます。 

続きまして、議案第２４号の工事請負契約の締結についてご説明いたします。 

竜北中学校校舎耐震補強・大規模改造工事について、工事請負契約を締結するた

めに議会の議決を求めるものでございます。 

契約金額は４億２,４４４万円でございます。契約の相手方は和久田建設株式会

社、代表取締役、和久田数臣さんでございます。 

続きまして、議案第２５号についてご説明いたします。 

竜北西部小学校校舎耐震補強・大規模改造工事について、工事請負契約を締結す

るために議会の議決を求めるものでございます。 

契約金額は２億２,９８４万５,６００円でございます。契約の相手方は株式会社

藤永組、代表取締役、藤永勝利様でございます。 

続きまして、議案第２６号の工事請負契約の締結についてでございます。 

八火図書館・宮原振興局新築工事について、工事請負契約を締結するために議会

の議決を求めるものでございます。 

契約金額は３億６,６６６万円、契約の相手方は株式会社松島建設、代表取締

役、松嶋進治様でございます。 

次に議案第２７号、物品売買契約、財産の取得の締結についてでございます。 

消防団員活動服の購入に伴い、物品売買契約を締結するために議会の議決を求め

るものでございます。 
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契約額は８２６万６,８６０円でございます。契約の相手方は三輝物産株式会

社、代表取締役、西銘生治様でございます。 

以上の工事請負契約３件及び物品売買契約１件の締結につきましては、氷川町議

会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第２条及び３条の規

定により、議会の議決が必要なため、提案するものでございます。 

これで、議案第２４号、２５号、２６号の工事請負の締結について、並びに議案

第２７号の物品売買契約の締結について、説明を終わらせていただきます。 

○議長（永田義昭君） 説明が終わりました。これから質疑を行います。 

［「議長、休憩をお願いします」と呼ぶ者あり］ 

○議長（永田義昭君） 休憩にします。１０分間休憩します。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

休憩 午前１０時４０分 

再開 午前１０時４８分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（永田義昭君） 休憩前に引続き、会議を開きます。 

これから質疑を行います。まず、承認第１号について質疑はありませんか。 

江嵜議員。 

○５番（江嵜 悟君） 今回、竜北物産館運営基金費の方に２００万円の予算が計上さ

れております。この２００万円、まちづくり振興会からの寄附金を２００万円とし

た根拠について教えていただきたいと思いますが。 

○議長（永田義昭君） 農業振興課長。 

○農業振興課長（尾村幸俊君） ただいまのご質問ですけれども、昨年はですね、寄附

金の方はゼロ円でございました。寄附が少ないということは、法人税の関係も出て

きまして、法人税につながりまして多くなります。会社全体の利益も反映されるた

めに、まあ、２００万円が妥当だということで計上いたしました。 

以上です。 

○議長（永田義昭君） 江嵜議員。 

○５番（江嵜 悟君） この２００万円については、先ほど報告があった経営報告、ま

ちづくり振興会の経営報告読ませていただいたんですが、当初の２５年度の予算額

については、５００万円の寄附を町の方にするよという予算に対して、なぜ２００

万になったんですかっていう話なので、その税額等によって５００万円は納められ

なかった、寄附できなかったということの説明だったんですよね。 

しかし、この報告書の中身を見ると、全て、直売所にしても、レストランにして

も、おやつ工房にしても、氷川のしずく、加工センターにしても、前年度比から比
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べたら、非常に販売実績が落ちている。そういう中で５００万円を予定していたけ

ども２００万円にならざるを得なかったというのが結論じゃないかと思いますよ。 

そこで、この報告書の５ページにある分で、各施設ごとの売り上げが計上されて

います。当初予算において、直売所１億３,０００万円で決算もほぼ同額。レスト

ランについてはおおむね６００万円ぐらい減りましたよ、予算に対してですね。課

長、いいですか。 

ファーストフードは、売り上げは上がりましたけども、予算に対しては減ってい

ますと。外販についても、外販は微増いたしております。加工センターについて

は、予算３,０００万について、３,２００万の決算額が出ました。 

そこで、次に氷川のしずく、予算３,０００万に対して２４年度決算２,５００

万。しかし、２,５００万から本年度２５年度ですね、２５年度の決算は２,０００

万しかありませんでした。ちょっと今までのは額は一つ間違えてます。 

氷川のしずく、予算は３,０００万、２４年度決算は２,５００万で５００万伸び

る、そういう経営努力をやりましょうと。しかし、２４年度決算２,５００万より

も５００万落ちて２,０００万の決算額にならざるを得なかった。 

この当初予算から比べたときに、なぜ、５００万の町への補助金が２００万にな

らざるを得なかったかというのは、この氷川のしずくが、３,０００万の予算に対

して２,０００万しかなかったから。だから、補助金が３００万少なくなってしま

った、そのようにしか報告書では見えない。 

そこで、氷川のしずくの３年間見てみると、２３年度２,８５０万の売り上げ、

２４年度２,８００万で５０万売り上げが下がりました。２５年度に見てみると、

２,３００万で５００万もの売り上げが下がっている。 

この３年間において氷川のしずくがこのまちづくり振興会をどれだけ足を引っ張

っているのか、それは、この報告書を見る限りにおいて明らかじゃないですか。 

ですから、なぜ２００万にとどまったのかという根拠をもう少し農業振興課長、

詳しく説明をしてください。 

○議長（永田義昭君） 農業振興課長。 

○農業振興課長（尾村幸俊君） 氷川のしずくに関してでございますけども、おっしゃ

るとおり、平成２４年度につきましては２,８００万、２５年度につきましては２,

３００万ちょいということで、約５００万弱ぐらいの減がございました。 

この大きな理由といたしましては、一昨年大ヒットいたしました味覚糖のぷっち

ょの影響がかなりございます。しずくにあえて、数字をひらってみたんですけど

も、約３万個販売が減少しております。２４年度と２５年度でですね。金額に直し

ますと、約３２０万円ほどの減が生じたわけでございます。しずくに関しましての
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の大きな理由は以上でございます。 

会社全体に通しましても、各部門ともちょっと苦戦をしておるところでございま

す。結果的にこのような経営状況になったということと、先ほど申しました理由で

２００万円の寄附ということに至ったわけでございます。 

以上です。 

○議長（永田義昭君） 江嵜議員。 

○５番（江嵜 悟君） そこで町長にお伺いします。今回の報告も含めて寄附金が下が

ったのも、結果的には私はこの氷川のしずく、非常にまちづくり振興会としては足

かせになっているのじゃないかなと。 

当初３年間でおおむね方針を決めたいというふうな話だったんですが、３年目を

迎えて明らかにまちづくり振興会そのものの足を引っ張っているような気がしま

す。 

なおかつ、出荷協議会の方たちにその還元ができないでいる、そういうところを

総括したときに、再度この氷川のしずく、果たしてこのままでいいのかどうか、見

直し時期がもう来てるんじゃないかと思いますが、そこのところは町長、どういう

ふうに今、お考えになっているのかお聞かせください。 

○議長（永田義昭君） 町長。 

○町長（藤本一臣君） 今議員からご質問のとおり、当初、３年間を一つの目途として

やらせてくれというふうな話で来ました。 

３年が過ぎるということで、今年の２月の取締役会でございました。今の現状を

踏まえていかがいたしましょうかという部分と、そういった検討は取締役会でもさ

せていただきました。 

その中で、氷川のしずくのいわゆる一番の目的は何なのかと、いわゆる販売額を

上げる目的がそこにあるのか、いや、氷川町、あるいは氷川の物産館をアンテナシ

ョップとして、そこで大いに宣伝をするという効果もあるんじゃないかと、そうい

った部分はなかなか数字には見えない部分でございますけれども、そういった効果

はまだ、これからも発揮できるんじゃないかということで、今後もですね、氷川の

しずくにつきましては、まず１年間、もう１年間やってみようじゃないかというこ

とと、それにつきましては、それぞれ経営努力を更に進めていこうと、特に、青果

物の販売がこれまでほとんどできておりませんでした。それはやはり、お土産物中

心の販売であったということでございまして、そういったことにつきましても、あ

すこの経営者であります、フレスタの方にもいろんな要望をいたしまして、やっぱ

り私どもは一番青果物が得意な分野でございますと、そういったものをある程度、

私どもの範ちゅうで売らせてくれということでお願いをし、今、青果物につきまし
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ても晩白柚、梨、それからいちご、トマト等々につきましてですね、あるいは青果

物も含めて今販売を始めたところでございまして、そういったものの効果というも

のをもう一回、更に検討しなければならないのかなというふうに思っております。 

ですから、現在のところではですね、取締役会の方針決定どおり、あと１年はま

ず、やらせていただきたいというふうに思っておりますし、先ほどおっしゃいまし

たとおり、物産館あるいはこの会社に対するその影響というものはですね、やはり

考えていかなければならない大きな課題でございます。 

まあ、しずくだけが全体を足を引っ張っているということでもございませんけれ

ども、全体の中で、その果たす役割というものがあるのかないのかというものをや

っぱり見極める時期には来ているというふうにも思っておりますので、もうしばら

くですね、応援をしていただければなというふうに思っているところであります。 

○議長（永田義昭君） 江嵜議員。 

○５番（江嵜 悟君） 最後に、この氷川のしずくの発足当初からアンテナショップの

位置として、あそこの場所が一番奥まったところで、あそこの場所が本当にアンテ

ナショップとして、まあ、ＰＲできるのかという疑問も随分あった。 

しかし、町長の強い希望で発足して、３年間経ってきて、どうも、そう売り上げ

には影響しないかもしれないけども、アンテナショップとしての魅力が果たしてあ

るのかっていうのも、私は取締役会で議論しなければいけない。 

アンテナショップは必要だと思うんですよ。だから、あそこでいいのかどうか。

そこのところはやはり、取締役会で検討して、なおかつ、今まで出している町から

の施設費用等、そういうものが町の方に還元できるような方向に進めてもらいたい

と思います。 

一つだけ確認を課長にしたいんですが、この氷川のしずくの契約期間は３年で退

去した場合に、その違約金等は発生しないんでしたよね。３年間は大丈夫だったで

すよね。 

そこのとこだけ確認をしたいと思います。ただ、今町長、あと１年ということで

すので、そこの確認だけはさせてください。 

ただ今回、３年で契約して、また３年ていうのが出てくると、次また問題、違約

金との問題が出てくるので、そこのところの確認をお願いします。 

○議長（永田義昭君） 農業振興課長。 

○農業振興課長（尾村幸俊君） ３年経過した後の違約金の関係ですけれども、例え

ば、撤退するとか決めたときに、６ヶ月、半年前にＪＢＭの方に発表すれば、違約

金はないということです。 

○議長（永田義昭君） ほかにはありませんか。 
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［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（永田義昭君） 質疑なしと認めます。 

次に、承認第２号について質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（永田義昭君） 質疑なしと認めます。 

次に、承認第３号について質疑はありませんか。 

江嵜議員。 

○５番（江嵜 悟君） 町長にお伺いしますけど、今、国の方でですね、法人税率を２

０％台に下げようという話がありますけれども、今、大手企業さんへの優遇ってい

うのがすごく、今、おおっぴらにっていうか、なされてて、今回の税制改正の中に

も軽自動車税を上げるぞとかっていって、一般町民の皆さんの税は上がっていく。

まあ、消費税も含めてですね。 

今回、一部法人税割というのが出てきますけれども、町長のお考えだけ。法人税

を下げることによって、本町への影響はあまりないと思うんですけれども、それを

下げることによって、要するに財源確保をしなければいけないので、町民の皆さ

ん、国民の皆さんの税が上がっていく。今回また消費税１０％になっていくけど、

法人税の減額に対して、どのようなお考えを持っておられるのか、そこのところだ

けお聞かせください。 

○議長（永田義昭君） 町長。 

○町長（藤本一臣君） 対極的な話でございますので、なかなか、一言では言えないの

かなと思っておりますけれども、国は国の方針として、法人税減税を打ち出されて

おります。それはやっぱり、全体の財源の確保も含めて、逆に減るわけでございま

すが、その分をどこかに転嫁しなくちゃならんというところをご心配だろうと思っ

ておりますけれども、やはり、その点につきましてはですね、私どもの町への影響

は少ないとしましても、少なからずあるわけではございますが、そのあたりはしっ

かりと見極めていかなければならないというように思っておりますし、私どもだけ

がですね、反対という話でもございません。 

ただ、その中でそういった法律が制定をされて、法人税が下げられた、ほかの税

金で財源を確保するといったときに、本当にそれでこの日本の経済、あるいは財源

を確保できていくのかという部分もですね、やはり、物申すべきところは私ども地

方自治体からの立場としてもですね、声は上げさせていただきたいなと思っており

ますが、今現在では、その今の成り行きを見守るしかないのかなというふうに思っ

ております。 

○議長（永田義昭君） 江嵜議員。 
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○５番（江嵜 悟君） 一般住民の方、低所得者の方も含めてですね、ほかの財源求め

てこられた。低所得者あたりの皆さんが負担増が大きくなっていく。 

高齢者の皆さんも介護が今度２割になっていく。まあ、そういうところに負担が

どんどん出てくるわけですね、今のアベノミクスの税制の方を見てみるとですね。 

そういう点を勘案して、町としてですね、町として例えば、今回財源を介護保険

の２割負担、そういうところに来たときに、町独自で２割負担分の１割分を氷川町

の高齢者の方、介護を受けてる方たちに補てんをしてやろうと、そういうふうな独

自策が今度、各市町村間の格差の中で求められてくると思うんです。そういうもの

もやはり考えながら、ここの氷川町の財政の許す範囲内で私は見守っていかなけれ

ばならないと思います。 

そのために、町長がいつも言われる、住んでよかった町になるような、そういう

高齢者の負担を下げてやるとかという、そういうものも今後検討していくおつもり

があるかどうかだけをお願いしたいと思います。 

○議長（永田義昭君） 町長。 

○町長（藤本一臣君） まあ、質疑か質問かというところがありますけれども、せっか

くのお尋ねでございますので、お答えをさせていただきたいと思っておりますが。

確かに国の政策をそのまま市町村のですね、自治体に持ってきたときに、やはり弊

害になる部分も私はあったのだろうと思っておりますし、逆に市町村独自で行える

政策も逆にこれまでもあったわけでございますし、今現在も、独自でやっている部

分もたくさんございます。 

その力点をどこに置くかということが、今後考えていかなければならないところ

かなと。いわゆる高齢化社会を迎えて、そういったところに力点を置く、あるいは

少子化を踏まえて、そういったところに力点を置くということをですね、やはり各

自治体がやはり知恵を出す時代になってきたというふうに思っておりまして、そう

いった議論は今後大いにやっていくべきだと思いますし、また、今度１９日には一

般質問もございます。少しそれも関連してくるかと思っておりますが、人口とのか

らみ、そういったものも含めてですね、大いにやっぱり議論をしていきたいなとい

うふうに思っています。 

○議長（永田義昭君） ほかにはありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（永田義昭君） 質疑なしと認めます。 

次に、議案第２２号について質疑はありませんか。 

江嵜議員。 

○５番（江嵜 悟君） ちょっと担当課長に、ここのところをお伺いをしなければいけ
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ないなと思ったんですが、総務課長ですかね担当課長は。 

文言のですね、支給するという文言ですよね。誕生日に支給するということは、

その人が、その１００歳なら１００歳の誕生日に支給します、というのを変えます

よ。で、最も近い、その後の最も近い日曜日、土曜日、休日でない日に支給する、

というふうな文言になりました。 

誕生日に支給するが、その日が土、日だったら、その後の日に支給しますとい

う、同じ支給という言葉が書いてあります 

それでは、誕生日に１００歳を迎えました。１００歳と１日で亡くなりました。

支給はされないんですか。支給という言葉が同じような意味でここで使われてるん

だったら問題があるんじゃないかと思うんですよ。 

支給日、お金の配付を遅らせますと言うんだったらいいんだけど、支給を遅らせ

ますということは、誕生日の翌日に亡くなったら、もうその人はもらえない、支給

しないということになるんですか。 

そこをちょっと、言葉上、それは支給しますよ。誕生日過ぎたから支給しますよ

ていうのは、これのその解釈の違いだけになってくるから、そこのところはやは

り、１００歳を迎えて生きておられるのならば、翌日亡くなっても支給はすべきだ

と思うんですよ。 

そこの理解の仕方、支給という言葉の解釈の仕方、そこをちょっと教えてくださ

い。当然やるでしょうけど。 

○議長（永田義昭君） 健康福祉課長。 

○健康福祉課長（山下 剛君） ただいまのご質問なんですけれども、誕生日に支給す

る、ただしということでただし書きの条文を今回加えたところでございます。 

想定される、誕生日を迎えられた後亡くなられた、ご不幸にも亡くなられたとい

った場合での支給についてなんですけれども、その支給につきましては、相続人の

方にお支払することになろうかと思います。 

以上です。 

○議長（永田義昭君） ほかにありませんか。江嵜議員。 

○５番（江嵜 悟君） 支給するという言葉は、ここで一緒ですか。１００歳の誕生日

に支給する、１００歳おめでとうと言ってやります。でも、土曜、日曜だったら仕

事に出てないんで、公務員として仕事出てないんで、先にやりますよ。 

支給は誕生日だけども、お金の配付は翌々日ですよという書き方にならないと、

いけないんじゃないかと思うんですけど、そこのところはどうなんですか、支給で

いいんですか。 

○議長（永田義昭君） 健康福祉課長。 
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○健康福祉課長（山下 剛君） 受給権が１００歳の誕生日を迎えられたことによって

発生しておりますので、支給につきましては、このただし書きの条文により、ま

あ、土、日、休日を除いた一番近い日にお支払いをするということでただし書き条

文を書いているところでございますので、問題はなかろうかというふうに考えてお

ります。 

以上です。 

○議長（永田義昭君） ほかにはありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（永田義昭君） 質疑なしと認めます。 

次に、議案第２３号について質疑はありませんか。 

はい、江嵜議員。 

○５番（江嵜 悟君） ８ページをお願いします。 

消防緊急無線デジタル化整備事業について、先ほどの企画財政課長の説明からい

くと、補助の不採択により、合併特例債を使いますよ。１年半では間に合わない、

あと１年半しか時間がないので間に合わないから、もう補助の方を手挙げませんよ

という話なんですけども、補助が不採択になった、それならば、なぜ不採択になっ

たのか、なぜ来年度、補助事業を要望しないのか、あえて合併特例債、単費を使う

必要ないんじゃないかと思いますが、これは、広域行政事務組合において、ちょっ

と問題があるんじゃないですか。 

単に不採択になったから単費を使います。全部で事業費として３,４９８万４,０

００円、単費を使いますよっていう、ただそれだけの説明ではこの予算はちょっと

おかしいと思いますが、そこのところ、分かる方、説明してください。 

○議長（永田義昭君） 総務課長。 

○総務課長（陳野信次君） 消防デジタル化につきまして、負担金につきましてお答え

させていただきます。 

今回、増額、まあ、合併特例債の方で３,３３０万円の増額をお願いするところ

でございますが、まず、八代広域行政事務組合が取り組みました補助金の不採択の

件にについてちょっとご説明いたしたいと思います。 

ご承知のとおり、２８年５月をもってデジタル化に移行するという国の方針に基

づきまして、各自治体、全国の各自治体、事業を進められてきておったわけでござ

いますが、当八代広域行政事務組合におきましては、２６年度、２７年度、２ヶ年

にかけてデジタル化及び各消防車等で受信する受令機を整備するという計画のもと

に事業が進められてきたところでございます。 

２６年度の国庫補助事業につきましては、国の方で補助枠総額が４億円の予算措
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置がなされておったというふうに聞いております。 

しかしながら、全国から要望があった補助事業団体が２５団体ございまして、事

業費の、申請事業費が多く申請されましたために、当八代広域行政組合の方には、

事業の採択をできないと、不採択という回答があったところでございますが、その

理由といたしましては３点ございまして、まず、採択の根拠といたしまして、消防

の広域化及び複数の消防本部が共同で整備するところを第一にしますと。 

２番目に、市町村の合併によって広域化することが必要となる団体に補助します

と。３番目には、構成する当該市町村の消防力の整備状況、併せて財政力等を勘案

して補助を決定しますということで、当八代広域につきましては、補助団体とは認

められないということでございます。 

以上です。 

○議長（永田義昭君） ほかにありませんか。米村議員。 

○９番（米村 洋君） 今その江嵜議員のこのデジタル化に関連した質問ですけれど、

この合併特例債を発行するに至っては、国のこの今言われたように、２８年の５月

３１日をもって電波法が改正されるということで、どうしても、国の採択に７５％

の採択を受けるべきということで申請をしていたけれど、４億ぐらい、国の予算４

億、東北大震災を最も優先をしたということの説明をちょっと聞いたことがありま

す。 

それと、１００人以内の小規模消防署を対象に重点的にやったということにおい

て、この広域消防においてはですね、該当をしなかったというような説明でありま

した。 

そして今後、どうしても、一つはですね、この合併特例債を発行するということ

を極力避けたかったでしょうけど、結局この採択事業が、来年度、来年度果たして

継続としてやるのかやらないのか、それも本当は決定してないというのが現状であ

るという説明でありました。 

その辺のところはどうですか。私の言ってるような、これは広域消防の、結局、

担当課長からの説明でありますからほぼ間違いないと思いますが、どうでしょう

か。 

○議長（永田義昭君） 総務課長。 

○総務課長（陳野信次君） 来年度計画もされておりますけれども、その事業につきま

しては、八代広域の方で現在計画されております課長の答弁のとおりでございま

す。 

○議長（永田義昭君） 米村議員。 

○９番（米村 洋君） それと、この９ページのですね、農林水産費に対してのちょっ
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とこの補助事業、補助事業ですね。 

１０ページ。いいですか、この農林水産費に対しての農業振興に対する補助事業

がいくつあるのかというとですね、１１０あるわけですね、１１０。 

それと今、これだけ農業が保護されているわけでありますが、それが、農業の振

興において、このような補助制度を設けていると。なぜならば、やっぱ食の供給と

国民の生命の源である食料を供給して、国土を維持するための国民共通の財産とい

うふうに認識しております。 

それと、その補助金の中で、国がですね、今や耕作放棄地が平成２３年度、八代

市が６６ヘクタール、氷川町が４６ヘクタール。八代と氷川の面積からいって、い

かに氷川町が耕作の放棄地が多いかということであります。 

そこで、国の施策の中で、耕作放棄地に対してのですね、国の補助金なり、県の

耕作放棄地に対しての助成金制度というのがあります。 

国はですね、耕作放棄地再生研究事業対策というのがあります。それと県は、熊

本県、日本でも熊本県独自だと思うんですが、この耕作地に対して、解消、解消で

すね、再生じゃなくて解消対策というのがあります。 

この中で、わが町も２２年度ですかね、これは、初めて県がこの制度を設けたと

思うんですが、その時に申請者、取組者ですね、取り組みに対して、事業主体、事

業主体は農業振興課から今は農業委員会が事業主体となっているかと思いますが、

どうですか、その辺のところ。 

○議長（永田義昭君） 農業委員会事務局長。 

○農業委員会事務局長（草野信一君） はい、国と県の耕作放棄地対策事業につきまし

ては、平成２４年度より農業振興課より農業委員会の方で事務をしてほしいという

ことで、事務を現在行っております。以上です。 

国と県の制度につきましては、国の制度が交付単価５万円、国の制度につきまし

ては、要綱、はっきりした年月日はちょっと記録を持っておりませんが、２１年度

ぐらいから国の制度ができていると思います。 

○議長（永田義昭君） 米村議員。 

○９番（米村 洋君） 結局、農業振興課から農業委員会に事業主体が移ったというこ

とですが、この対策にですよ、助成金を交付されながら、違反した行為を行って

る。元議員、現職の時、この交付をされて農地の復元及び作付義務を怠っている。

何回も何回も指導をされながらでも、現在でも完全なる復元、作付けが行ってな

い。そういうことは間違いありませんか。 

○議長（永田義昭君） 農業委員会事務局長。 

○農業委員会事務局長（草野信一君） はい、現在、県の事業に取り組まれました１件
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につきまして、現在、作付状況報告を提出してない方が１件いらっしゃいます。そ

の方につきましては、昨年度から作付けの指導をしているところです。 

以上です。 

○議長（永田義昭君） 米村議員。 

○９番（米村 洋君） あのですね、今現在この違反者に対して、この制度、町長、こ

の制度についてですよ、農業の振興の補助金、あるいはこういう助成金にですね、

違反者がいるということであります。 

現在この県がですね、耕作放棄地の解消緊急対策事業という規定があります。こ

れは作付けを３年間義務付けております。 

しかしこれは、県に聞いたら時効がありません。作付けをしてなければ、作付け

をするまで指導をしなさいという県の見解であります。 

今後ですね、農業委員会としては、こういう違反者に対してですよ、まじめに真

剣に農業に取り組んでる人たちに対しての冒涜行為であると。 

今後においてですよ、徹底した指導をしていくということを、その辺の見解をお

伺いしたいのですが、どうですか。 

○議長（永田義昭君） 農業委員会事務局長。 

○農業委員会事務局長（草野信一君） はい、指導につきましては、農業委員会の総会

の中でも審議をしておりまして、総会後、会長含め委員さんと現地確認及び指導等

も複数回実施しておりまして、その指導につきましては今後も継続をしていきたい

というふうに考えております。 

以上です。 

○議長（永田義昭君） 米村議員。 

○９番（米村 洋君） それとね、先ほどですね、消防の１０ページ、１１ページです

ね。いよいよアナログから、その例えばこういうふうなデジタルに移行するという

ことでありますが、今度わが町もですね、今、八代の広域消防においてですね、氷

川町の分署検討委員会が設置されていると思いますが町長、今度、この補正に臨時

議会が招集されると思います、広域消防においてですね。 

その中で、中村管理者、市長ですね、と藤本町長の管理者の間で協議をなされ

て、氷川町分署を庁署建設事業案をですね、提案を臨時議会に今度されますか。そ

の辺をちょっとお尋ねしたいですが。 

○議長（永田義昭君） 町長。 

○町長（藤本一臣君） 議案の中身とは少し離れておりますので、ですが、せっかくの

ご質問でございますのでお答えをさせていただきたいと思います。氷川分署の建設

につきましては、八代広域行政事務組合の施設整備計画の中で、２７年度から２９
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年度にかけて整備をするということが明記をされておりまして、それはもう決定済

みでございます。 

それに対してまして、今広域消防本部の方で、そのいわゆる候補地というべき場

所ですね、どこが一番効率的で効果的な場所なのかというのを、今、町内の広域の

中の検討委員会で検討されて、ある程度の今、調査結果が出ていると、そのことに

ついて今度、広域の臨時議会でご説明をされるといる話を聞き及んでおります。 

当然それを受けまして、私ども氷川町としましては、その候補地、いわゆる土地

につきましては、町が取得することになっております。 

そして、そこに建設を広域で行うということでございますので、その計画で行き

ますと、来年度２７年度がいわゆる用地の取得、２８年度に造成、２９年度に建設

というスケジュールになっておりますので、それを踏まえまして、逆算しますと私

どもも行動を開始しなくてはならない時期に来ているというふうに思っております

ので、広域からのそういった提案を受けまして、氷川町としても、適地の選考に入

ってまいりたいというふうに思っておりまして。また、その内容につきましては機

会がございましたら、議員の皆様方にもですね、その八代広域が今示しております

基本的な考え方のご説明はさせていただきたいというふうに思っております。 

○議長（永田義昭君） 米村議員。 

○９番（米村 洋君）  議長、すみませんね。ちょっと、質疑から、今ちょっと質問

の方に、ちょっと何が離れたような気がしますけれども、まあ、議長にですね、冒

頭より、ちょっとそういう質問をするからと了解をいただいているわけであります

から、本会議において、議長から本当は許しをいただかなきゃいけないと思ったん

ですけれど、今町長が言われたように、消防署の分署の設置について、土地買収か

ら造成に至るまでは、町単独事業になると思いますね。単独事業。助成金はほとん

どないと思いますね、国とか県からの助成はないと思いますね、この土地買収及び

造成費にかけてはですよ。買収ですよ。買収からですねこの造成にかけてですね。 

そして、今言われたようにですね、基本設計から実地計画ということを経て、着

工に行くということですね。そうしてその広域消防の建設についてはですね、お互

いの負担割合であるということですね。広域消防の負担割合でやるということです

ね。 

これに対しても、７５％は起債を起こす、２０年間償還の起債を起こすというこ

とができるということの判断をしておりますが、その辺のところはいかがでしょう

か。 

○議長（永田義昭君） 町長。 

○町長（藤本一臣君） 用地取得につきましては、氷川町が用地を取得をいたします。
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造成後の工事につきましては八代広域の、いわゆる予算の中で行っていきますの

で、用地取得までが私どもの役割でございますし、その後はまあ、八代市、氷川

町、広域で行っていくということでございますので、そこは造成の部分はですね、

広域の方で行うということをご認識をいただきたいと思っております。 

そのうえで、その財源確保に向けましては、やはり市、町ともにですね、まあ、

財源の確保、一番有利な財源を確保していかなければならないというふうに思って

おりまして、そのあたりは念頭に置いて今後も事業を進めてまいりたいと思ってお

ります。 

○議長（永田義昭君） ほかにありませんか。江嵜議員。 

○５番（江嵜 悟君） 先ほどの、企画財政課長の報告、説明の中になくて、私は総務

文教委員なので、事業実施について２点お伺いします。 

１０ページの予防費。やっとフッ化物洗口の事業が開始されるなあと思っており

ます。学校、まあ、このフッ化物洗口の対象人数と、その実施時期、それから洗口

者、口を洗う人は誰がやるのか。これなんか随分学校の方では嫌がってるっていう

ふうに聞いておりますので、現在の計画で構いませんのでお聞かせ願いたいと思い

ます。 

もう一つ説明がなかった１１ページの、まちなかづくり推進事業費補助金、これ

どういうことをやるのかだけで結構ですので、ご説明をお願いしたいと思います。 

○議長（永田義昭君） 学校教育課長。 

○学校教育課長（稲田和也君） フッ化物洗口について、今後の予定あたりをどうなっ

ているかというご質問でございます。 

薬品と商品についてはですね、こちらの保健衛生費の方で上げさせていただいて

おります。対象につきましては、小学生が１年生から６年生まで、それと中学生も

１年生から３年生までを対象にしております。対象人数としましては、小学生が６

４１人、中学生が３０９人で、このフッ化物洗口につきましては、保護者の希望を

お取りします。希望者を募って、希望される児童・生徒のフッ化物洗口を予定して

おります。今月４月から準備に入りまして、学校の養護先生あたりの説明会、それ

と、検討委員会を立ち上げております。学校、それと健康福祉課、それと教育委員

会、それと県と保健所あたりと、あと学校医あたりを含めた検討委員会で第１回の

検討委員会を行っております。今後また、今月中に第２回の検討委員会を行ってま

いりたいと思います。今後、あと、保護者説明会あたりをいたしていきたいと思い

ます。中学校区による保護者説明会、それと授業参観等による保護者説明会をし

て、保護者の方に啓発を行ってまいります。 

実施につきましては、そういった説明会とか準備を踏まえまして、１０月から実
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施を予定をしております。 

洗口につきましては、まず、核となる歯科衛生士にお願いをいたしまして、あと

は地域のボランティア、それと学校地域支援本部事業のコーディネーターの先生方

がおられます。そういったボランティアあたりも含めた形で、学校に出向いて、準

備あたり、回収あたりを行っていただきます。 

洗口につきましては、１分間口の中で洗口するわけですが、子ども自身が洗口し

てまいります。 

以上です。 

○議長（永田義昭君） 商工観光課長。 

○商工観光課長（西田美子君） それでは、まちなかづくり推進事業費補助金について

ご説明をさせていただきます。 

これにつきましては、本年度当初、３９２万円を計上しておりますけれども、そ

れにつきましての増額分１９万２,０００円でございます。 

事業の内容といたしましては、県の補助事業、地域の顔となる元気な商店街づく

りを推進するためということで、商工業の関係者、団体等に補助をするものでござ

いますけれども、今回の事業の内容といたしましては、ポイントカード事業のリニ

ューアル事業ということで行われるものです。 

以上です。 

○議長（永田義昭君） ほかにありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（永田義昭君） 質疑なしと認めます。 

次に、議案第２４号について質疑はありませんか。 

江嵜議員。 

○５番（江嵜 悟君） 今回竜北中学校、まあその次の西部小学校の耐震補強なんです

けれども、本町のホームページを見ると、東は完了しています、宮原小学校完了し

ています、氷川中学校完了しています。 

今回竜北中学校の校舎が１棟、それから竜北西部小学校の校舎が１棟を補強が必

要です。まあ、ＩＳ値も０.５１等しかないですよということで、今回の入札結果

を受けて、この耐震診断及び大規模改造工事はこれで学校関係はすべて終了になる

んですかね、そこをひとつお聞かせください。 

○議長（永田義昭君） 学校教育課長。 

○学校教育課長（稲田和也君） 今までは、学校の耐震化については、計画に基づきな

がら進めてまいりました。 

今回、この竜北西部小学校の低学年棟と、竜北中学校の普通教室の２棟を残すの
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みになりまして、今回の工事で、耐震化率は１００％となります。 

以上です。 

○議長（永田義昭君） 江嵜議員。 

○５番（江嵜 悟君） 工事請負契約締結なんですけれども、町のホームページで開札

調書が公開されております。それで、その開札調書を見させていただきました。 

この竜北中学校については６社が、一般競争入札ですので６社が応募してきたわ

けですよね。その６社が応募してきて、予定価格４億２,９８０万に対して、最低

制限価格、今回は税抜きになりますが、３億６,０００万。 

最低制限価格は、９０％を上回った場合には、９０％にしますというふうになっ

ていますので、多分、計算上は９０％を上回ったのではなかろうかというふうに思

います。それで、今回の開札調書を見せていただくと、竜北中学校は９８.８％、

まあ、おおむね９９％といってもおかしくないんでしょうけど、その中で１社の最

高が３億９,７００万で、９９.９％の札が入れてあります。 

これは、基本的には一般競争入札に切り替えてますから、手を挙げられた業者さ

んで９９.９％が入っていると。他の工事を見てみるとやはり９９.９％、やりたい

といって手を挙げた方が、予定価格税抜きの３億９,７００万に対して、ほぼ同額

を入れておられる。 

私は一般競争入札、仕事をしたいという業者さんがこういう札、本当に入れるの

かなあと。まあ多分、町長に聞けば結果だから仕方がないと言われるでしょう。 

そこで、この開札調書を見る限りにおいて、非常に不可解なところが多数ありま

す。しかし、これは業者さんが札入れたんだから、町長に聞いても、担当課長に聞

いても、答えは、それは明らかに「そういう札が入りましたから。」ということで

終わりますので一つだけお伺いしたい。 

この竜北中学校の入札、竜北西部小学校の入札、八火図書館・宮原振興局の入

札、どれでもいいですが、すべてでもいいですけども、お伺いしたいのは皆さんの

ところに談合情報が入らなかったかをお伺いします。 

町長、副町長、総務課長、企画財政課長、学校教育課長、教育長、以上の方に、

談合情報が入らなかったかをそれぞれにお伺いいたします。 

○議長（永田義昭君） 町長。 

○町長（藤本一臣君） 私のほうには、そういった情報は入っておりません。 

○議長（永田義昭君） 副町長。 

○副町長（平 逸郎君） 私のほうにも、談合情報は一切入っておりません。 

○議長（永田義昭君） 総務課長。 

○総務課長（陳野信次君） 談合情報については、入っておりません。 
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○議長（永田義昭君） 企画財政課長。 

○企画財政課長（森田寿也君） 私のほうにも、入っておりません。 

○議長（永田義昭君） 学校教育課長。 

○学校教育課長（稲田和也君） 談合情報については、入っておりません。 

○議長（永田義昭君） 教育長。 

○教育長（太田篤弘君） 私のほうにも、全く入っておりません。 

○議長（永田義昭君） ほかにありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（永田義昭君） 質疑なしと認めます。 

次に、議案第２５号について質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（永田義昭君） 質疑なしと認めます。 

次に、議案第２６号について質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（永田義昭君） 質疑なしと認めます。 

次に、議案第２７号について質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（永田義昭君） 質疑なしと認めます。これで、質疑を終わります。 

お諮りします。ただいま議題となっております承認第１号から議案第２７号まで

は、お手元に配りました議案付託表のとおり、それぞれの常任委員会に付託したい

と思いますが、ご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（永田義昭君） 異議なしと認めます。 

したがって、承認第１号から議案第２７号までは、議案付託表のとおりそれぞれ

の常任委員会に付託することに決定しました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（永田義昭君） 以上で、本日の日程は全部終了しました。 

本日はこれで散会いたします。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

散会 午前１１時４５分 


